
容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請  

に墨っき個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当す  

るものと認められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で当  

該養成所における履修に替えることができること。  

・歯科衛生士  

・診療放射線技師  

・臨床検査技師  

・理学療法士  

・作業療法士  

・視能訓練士  

・臨床工学技士  

・義肢装具士  

・救急救命士  

・言語聴覚士  

なお、指定規則別表3備考2及び別表3の2備考3にかかわらず、社会福  

祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第39条第1弓の規定に  

該当する者で養成所に入学したものの単位の認定については、社会福祉士介  

護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則（昭和62年厚生省令第5  

0号）別表第4に定める碁石楚分筆引こ限り本人からの申請に墨っき個々の既修  

の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる  

場合には、当該養成所における履修に彗えることができること。  

4 教育実施上の留意事項  

（1）臨地実習は、実践活動の場において行う実習のみを指すものであること。た   

だし、2年課程（通信制）にあっては、紙上事例演習、病院見学実習及び面接   

授業をもって替えることができるものであること。   

ア 紙上事例演習とは、文章で示された架空の患者（ペーパー・ペイシ工ント）  

について、学生自身が看護の展開についてのレポートを作成することにより  

問題解決能力、応用力、判断力に関する内容を学習するものであること。   

イ 病院見学実習とは、学生自身が業務に従事していたことによる経験をふま  

えて病院の看護提供のあり方の実際を見学することにより、自らの看護実践  

に関する考察を深めるものであること。   

り 面接授業とは、学生が養成所に通学し、専任教員と対面し直接指導を受け  

て、印刷教材による授業等で学んだ知識と紙上事例演習、病院見学実習で学  

んだ実践の能力の統合を図るものであること。  

（2）臨地実習は、原則として昼間に行うこと。  
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（3）同一科目の臨地実習が2施設以上にわたる場合は、各学生の実習内容に差が  

生じないよう、教育計画を配慮すること。   

5 統合力リキュラム   

（1）概要  

統合力リキュラムにより教育を行う場合には、保健師養成所又は助産師養成  

所について、学校教育法第56条に該当する者の入学が認められるとともに、  

教育の内容のうらの一部の教育内容の単位数が減ぜられること。   

（2）留意点  

ア 統合力リキュラムにより教育を行う場合であっても、看護師養成所の指定  

基準は統合力リキュラムにより教育を行わない場合と同一であること。  

イ 修業年限は、3年6月以上でなければならないこと。  

り 統合力リキュラムにより教育を受ける者と、それ以外の者が、－の授業科  

目について同時に授業を受けることのないよう留意すること。   

（3）教育の内容等  

ア 保健師・看護師の統合力リキュラムにより教育を行う養成所の教育内容等  

は別表5を標準とすること。  

イ 助産師・看護師の統合力リキュラムにより教育を行う養成所の教育内容等  

は別表6を標準とすること。   

（4）その他の基準  

ア 教務主任は、統合力リキュラムにより教育を行う場合には、第4－1－  

（11）にかかわらず併せて1人としてよいこと。  

イ 統合力リキュラムによる教育とそれ以外の教育とを併せて行う養成所にあ  

っては、専任教員については、それぞれ第4－1－（7）に定める数を確保  

することが望ましいこと。その人数が直ちに確保できない場合には、第4－  

1－（8）のとおり増員することが望ましいこと。  

り 普通教室は、同時に行う授業の数に応じ、専用のものを必要な数確保する  

ことができるのであれば、保健師養成所又は助産師養成所と共用してよいこ  

と。  

第6 施設設備に関する事項  

1 土地及び建物の所有等   

（1）土地及び建物は、設置者の所有であることを原則とすること。ただし、貸借  

契約が長期にわたるものであり、恒久的に学校運営ができる場合は、この限り  

ではないこと。   

（2）校舎は独立した建物であることが望ましいこと。ただし、やむを得ず、他施  

設と併設する場合は、養成所の運営上の制約を受けることのないよう配慮する  
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こと。  

2 教室等  

（1）同時に授業を行う学生の数は原則として40人以下とすること。ただし以下  

の場合についてはこの限りでない。   

ア 看護師養成所の基礎分野、准看護師養成所の墓石楚科目であって、教育効果  

を十分に挙げられる場合  

イ 2年課程（通信制）の面接授業等であって、教育効果を十分に挙げられる  

場合  

（2）看護師養成所と准看護師養成所とを併設する場合において教育を異なった時  

間帯において行う場合にあっては、学生の自己学習のための教室が他に設けら   

れているときは、同一の教室を共用とすることができること。また、2年課程   

（通信制）を設置する場合にあっても学生の自己学習のための教室が他に設け  

られているときは、2年課程（通信制）とそれ以外の課程とは同一の普通教室  

を共用とすることができること。  

（≡主）図書室の面積は、学生の図書閲覧に必要な閲覧机の配置及び図書の格納のた  

めに十分な広さを再すること。図書室の効果を確保するためには、他施設と兼  

用とすることは望ましくないこと。  

（4）実習室と在宅看護実習室とを兼用とすることは差し支えないが、設備、面積、  

使矧こ当たっての時間的制約等からみて教育効果に支障を生ずるおそれがある  

場合には、専用のものとすることが望ましいこと。  

（5）図書室については、二以上の養成所を併設するものにあっては、いずれかの   

養成所のものは他の養成所のものと共用とすることができること。  

（6）調理実習室、実馬英室、視聴覚教室、演習室及び情報処理室を設けることが望  

ましいこと。  

3 保健師養成所  

（1）地域看護学の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有する  

こと。  

（2）実習室は、在宅看護、健康相談、健康教育、救急法等の実習を行うのに必要  

な広さを有すること。なお、実習室には、給湯・給水の設備を設けるとともに、  

校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。  

4 助産師養成所  

（1）助産喜多断・技術学等の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室  

を脅すること。  

（2）実習室は、分べん台及び診察台1台当たり20∩づ以上有し、かつ、新生児及   

び妊産じょく婦の訪問看護等の実習を行うのに必要な広さを有すること。なお、  
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実習室には、備え付けの沐浴槽、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設け  

るとともに、校内実習に要する機械器具、t」ネン類等を格納する場所を備える  

。   

（3）臨地実習に備えて、宿泊できる施設を確保することが望ましいこと。   

5 看護師養成所   

（1）専門領域の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有するこ  

と（，また、二以上の課程を併設する養成所で実習室を共用とする場合において  

も、．課程数以上の数の実習室を確保することが望ましいこと。   

（2）実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり11ポ以上の  

広さを有すること。なお、実習室には、備え付けの沐浴槽、手術用手洗設備、  

給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類  

等を格納する場所を備えること。   

6 准看護師養成所   

（1）専門科目の教育内容の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室  

を肯すること。   

（2）実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり11∩づ以上の  

広さを有すること。なお、実習室には、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等  

を設けるとともに、校内実習に要する機不戒器具、リネン類等を格納する場所を  

備えること。   

7 機械器具等   

（1）教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書は、保健師養成所にあっては別  

表7に、助産師養成所にあっては別表8に、看護師養成所にあっては別表9に、  

准看護師養成所にあっては別表10に、それぞれ掲げるものを有すること。た  

だし、2年課程（通信制）については、別表9に掲げられたもののうち面接授  

業に必要なものを有すれば差し支えない。   

（2）機械器具、標本、模型及び図書は、学生定員数に応じ、適宜補充し更新する  

こと。  

第7 実習施設等に関する事項  

1 実翌指導者   

（1）実習指導者となることのできる者は、担当する領域について相当の学識経馬実  

を有し、かつ、原則として必要な研修を受けた看であること。   

（2）実習施設において実習指導者を確保することができない場合又は実習施設が  

多施設にわたる場合は、専任教員又は養成所における実習指導者を増員するこ  

とが望ましいこと。   

（3）看護師養成所における在宅看護論の実習については、利用者の看護計画を立  
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てられる善が学生の指導に当たること。また、在宅看護論の実習指導者は必要  

な研修を受けた者が望ましいこと。  

2 保健師養成所  

（1）実習施設である市町村又は保健所は、次の条件を具備していること。  

ア 業務指針が作成され、活用されていること。  

イ 業務に関する諸記録が適正に保管されていること。  

り 学生の実習を受け入れる組織が明確に定められていること。  

工 学生の指導を担当できるよう適当な実習指導者が定められていること。  

オ 地域看護活動が適正に行われていること。  

力 看護職員に対する継続教育（実習施設内・外）が計画的に実施されている  

こと。  

3 助産師養成所  

（1）実習施設である病院、診療所及び助産所は、次の条件を具備していること。  

ア 外来を含む産科診療部門の管理体制が適当であること。  

イ 分べん介助手順、妊婦、産婦、じょく婦及び新生児の健康診査基準、保健  

指導基準、看護基準、看護手順等が作成され活用されていること。  

り 助産師による妊婦、産婦、じょく婦及び新生児に対する健康診査、保健指  

導及び分べん管理が適切に行われているとともに、諸記録が適正に管理され  

ていること。  

工 外来、産科様には学生の指導を担当できるよう適当な助産師の実習指導者  

が定められていること。  

オ 看護職員に対する継続教育（実習施設内・外）が計画的に実施されている  

こと。  

4 看護師養成所  

（1）実習施設として、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性  

看護学及び精神看護学の実習を行う病院を確保すること。また、在宅看護論の  

実習については、病院、診療所の他、訪問看護ステーション等の実習施設を確  

保すること。  

（2）主たる実習施設は、実習施設のうら墓石楚看護学、成人看護学の実習を行う施  

設であり、次の条件を具備していること。  

ア 入院患者3人に対し1人以上の看護職員が配置されていること。ただし、  

看護職員の半数以上が看護師であること。  

イ 看護組織が明確に定められていること。  

り 看護基準、看護手順が作成され、活用されていること。  

工 看護に関する諸記録が適正に行われていること。  
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オ 実習生が実習する看護単位には、学生の指導を担当できる実習指導者が2  

人以上配置されていることが望ましいこと。   

力 看護職員に対する継続教育（実習施設内・外）が計画的に実施されている  

こと。  

（3）主たる実習施設以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定めら   

れている看護職員の基準を満たしていること。他の要件については、（2）－イ  

から力までと同様とすること。  

（4）病院以外の実習の単位数は、在宅看護論の実習を含め指定規則に定める単位  

数の1割から3割程度の問で定めること。  

（5）在宅看護論の実習施吉引こついては、次の要件を満たしていること。  

ア 複数の訪問看護専任者がいること。  

イ 利用者ごとに訪問看護計画が立てられ、看護記録が整備されていること。  

（6）看護師養成所2年課程（通信制）の実習施設については、現に他の看護師学  

校養成所の実習施設として承認を受けている病院等を選定すること。  

5 准看護師養成所  

（1）実習施設として、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護及び精神看護の  

実習を行う病院等を確保すること。  

（2）主たる実習施設は、実習施設のうら基礎看護、成人看護の実習を行う施設で  

あり、次の条件を具備していること。  

ア 入院患者3人に対し1人以上の看護職員が配置されていること。  

イ 看護組織が明確に定められていること。  

り 看護基準、看護手順が作成され、活用されていること。  

工 看護に関する諸記録が適正に行われていること。  

オ 実習生が実習する看護単位には、学生の指導を担当できる実習指導者が2  

人以上配置されていることが望ましいこと。  

力 看護職員に対する継続教育（実習施設内・外）が計画的に実施されている  

こと。  

（3）主たる実習施設以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定めら  

れている看護職員の基準を満たしていること。他の要件については、（2）－イ  

から力までと同様とすることが望ましいこと。  

（4）実習施設である診療所は、次の条件を具備していること。  

ア 看護手順が作成され、活用されていること。  

イ 看護師が配置されていること。  

（5）病院以外の実習は指定規則に定める時間数の1割から3割程度の問で定める  

こと。  
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第8 管理及び維持経営に関する事項  

1 養成所の運営に関係する職員の所掌事務及び組織を明確に定め、これに基づき、   

養成所の運営に関する諸会議が、学則に基づいた細則に規定されていること。   

2 養成所の運営に関する諸書類が保管されていること。   

3 教育環境を整備するために必要な措置を講じること。   

4 2年課程（通信制）については専任の事務職員を適当数確保すること。  

・i干・，・   




